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榊 原 ゴ ル フ 倶 楽 部  競 技 規 則 

 

倶楽部競技の運営についての一切の事項は競技委員会（以下委員会という）が決定する。 

１．当倶楽部のハンディキャップを有しない者は、原則競技に参加出来ない。 

  但し、ダブルペリア方式の競技についてはこの限りではない。 

２．競技参加者が８名に満たない場合は、競技不成立とする。 

３．各競技におけるハンディキャップの制限と区分は次の通りとする。 

①倶楽部選手権・・・・・・・・・・・・１２まで 

②理事長杯・・・・・・・・・・・・・・１５まで（16以上の人は 15として参加可） 

③スクラッチ杯・・・・・・・・・・・・１２まで 

④キャプテン杯・・・・・・・・・・・・２０まで（21以上の人は 20として参加可）

⑤シニア選手権、グランドシニア選手権・・・・制限なし 

⑥月例杯、榊原杯、新年杯・・・・・・・３６まで（37以上の人は 36として参加可） 

⑦ダブルペリア方式のもとに行う競技・・制限なし 

⑧月例杯、グランドマンスリー杯の区分 

  Sクラス：９まで ・ Aクラス：１０～１４ ・ Bクラス：１５～３６ 

４．参加申し込みの制限 

① 一般競技・・・１ヶ月前の同日もしくは前月の開催日当日から前日の午後５時まで 

② 第３条①～⑤までの競技・・・２ヶ月前の同日から７日前の午後５時まで 

（所定のエントリー用紙への署名での申し込みに限る事とし電話及びＦＡＸ等での 

申し込みは不可とする） 

③開場記念祭・・・３ヶ月前の同日（一般予約扱い） 

５．１組のハンディキャップの合計は原則として下記の通りとする。 

   ４名１組・・・・・９５以内 ・ ３名１組・・・・・８５以内 

６．予めスタート時刻を明記した競技については、その時刻に遅参した場合、競技への参

加を認めない事がある。 

７．ハンディキャップのもとに行う競技においては、過去３ヶ月以内の当倶楽部でのラウ

ンドスコアカードが１枚以上提出されていない場合、その参加者の入賞資格は認めな

い。 

８．他クラブをホームコースとしている参加者が、そのクラブでハンディキャップの変更 

があった場合、スタートする前に申告しなければならない。この申告がない場合は失 

格とする。 

９．タイスコア時の順位決定 

  ①アンダーハンディ競技 

グロス上位とし、更にタイの場合は年長者上位の順で決定する。 

  ②スクラッチ競技 

最上位者がタイの場合は、即日競技委員の指定するホールにおいて、サドンデスに 

よるプレーオフを行い優勝者を決定する。２位以下がタイの場合は、最終日のカウ 
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ントバック方式により決定する。 

③ベストグロス賞において複数名が同スコアの場合、年長者をベストグロス賞とする。 

④複数のティマークを使用する競技においてのベストグロス賞は一般ティを使用した

場合とする（年齢による前方ティを使用した場合、ベストグロス賞は認めない） 

10．競技方法について 

  全ての倶楽部競技はストロークプレーにて行う。 

  ①倶楽部選手権（スクラッチ競技）・・・正会員 

○予選 １日目 18H．S（東・西） ○予選 ２日目 18H．S（西・南）  

通算 36ホールの上位 16名まで決勝ラウンドへ進出（タイの場合は最終日のカウ 

ントバック方式により決定する） 

   ○決勝 １日目（３日目） 18H．S（南・東）  

○決勝 ２日目（４日目） 18H．S（未定とする） 通算 72ホールで決定 

※表彰：１位～３位、クオリファイ賞（決勝進出者） ●使用ティ：黒マーク 

②理事長杯（アンダーハンディ競技）・・・正会員 

○１日目 18H．S（東・西） ○２日目 18H．S（西・南） 通算 36ホールで決定 

※表彰：１位～３位、ベストグロス賞 ●使用ティ：黒マーク 

③スクラッチ杯（スクラッチ競技）・・・正会員 

○１日目 18H．S（東・西） ○２日目 18H．S（西・南） 通算 36ホールで決定 

※表彰：１位～３位 ●使用ティ：黒マーク 

④キャプテン杯（アンダーハンディ競技）・・・正会員 

 ○１日目 18H．S（東・西） ○２日目 18H．S（西・南） 通算 36ホールで決定 

 ※表彰：１位～３位、ベストグロス賞 ●使用ティ：青マーク 

⑤シニア選手権（スクラッチ競技）・・・ 

12月 31日以前に６０歳（以上）を迎える正会員 

○１日目 18H．S（東・西）○２日目 18H．S（東・西） 通算 36ホールで決定 

※表彰：１位～３位 ●使用ティ：青マーク 

⑥グランドシニア選手権（スクラッチ競技）・・・ 

12月 31日以前に７０歳（以上）を迎える正会員 

○１日目 18H．S（東・西）○２日目 18H．S（東・西） 通算 36ホールで決定 

※表彰：１位～３位 ●使用ティ：白マーク 

⑦月例杯（アンダーハンディ競技）・・・正会員・年次会員 

   ○S・A・Bクラス別 18H．S（東・西・南） 原則、ローテーション 

※表彰：クラス別に１位～５位、ベストグロス賞 

※1位～10位までのものは１２月のグランドマンスリー杯に参加可 

●使用ティ 

＜Sクラス＞：一般男性：黒マーク 

 ・満 70歳以上：青マーク、満 80歳以上：白マーク、 

一般女性：ゴールドマーク、65歳以上の女性：赤マークの使用が可 

＜Aクラス＞：一般男性：青マーク 
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・満 70歳以上：白マーク、満 80歳以上：ゴールドマーク、 

一般女性：赤マーク、満 65歳以上の女性：ピンクマークの使用が可 

＜Bクラス＞：一般男性：白マーク 

・満 70歳以上：ゴールドマーク、満 80歳以上及び一般女性：赤マーク、 

満 65歳以上の女性：ピンクマークの使用が可 

⑧榊原杯（アンダーハンディ競技）・・・正会員・年次会員 

○A・Bクラス合同 18H．S（西→南・南→東）２コーススタート 

※表彰：コース別に１位～５位、飛賞、ベストグロス賞 

※1位～10位までのものは１２月のグランド榊原杯に参加可 

●使用ティ：一般男性：白マーク 

・満 70歳以上：ゴールドマーク、満 80歳以上及び一般女性：赤マーク、 

満 65歳以上の女性：ピンクマークの使用が可 

⑨つつじ杯（ハンディ選択制競技）・・・正会員・年次会員・同伴ゲスト 

 ○倶楽部ハンディキャップ所得者は予約時にハンディキャップ又はW ペリアのどち

らかを選択し混合での集計（未所得者はＷペリア）18H．S（東・西） 

※表彰：１位～５位、飛賞、ベストグロス賞 

※1位～10位までのものは１２月のベストつつじ杯へ参加可 

●使用ティ：一般男性：白マーク 

・満 70歳以上：ゴールドマーク、満 80歳以上及び一般女性：赤マーク、 

満 65歳以上の女性：ピンクマークの使用が可 

⑩レディス＆シニア杯（Wペリア競技）・・・正会員・年次会員・同伴ゲスト 

   ○男性は競技日当日、満６０歳以上 18H．S（東・西） 

※表彰：１位～５位、飛賞、ベストグロス賞 

※1位～10位までのものは１２月のベストレディス＆シニア杯へ参加可 

●使用ティ：一般男性（満 60歳以上）：白マーク 

・満 70歳以上：ゴールドマーク、満 80歳以上及び一般女性：赤マーク、 

満 65歳以上の女性：ピンクマークの使用が可 

⑪新年杯（アンダーハンディ競技）・・・正会員・年次会員 

○S・A・Bクラス合同 18H．S（東・西） 

※表彰：１位～３位、ベストグロス賞 

●使用ティ：一般男性：白マーク 

・満 70歳以上：ゴールドマーク、満 80歳以上及び一般女性：赤マーク、 

満 65歳以上の女性：ピンクマークの使用が可 

⑫開場記念祭・・・全ての来場者 

○詳細は別途ご案内 

⑬グランドマンスリー杯（アンダーハンディ競技）18H．S・・・上記資格者 

○月例杯に準ずる 

⑭グランド榊原杯（アンダーハンディ競技）18H．S・・・上記資格者 

○榊原杯に準ずる 
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⑮ベストつつじ杯（ハンディ選択制競技）18H．S・・・上記資格者 

○つつじ杯に準ずる 

⑯ベストレディス＆シニア杯（Wペリア競技）18H．S・・・上記資格者 

○レディス＆シニア杯に準ずる 

 

11．競技参加料 

①倶楽部選手権、理事長杯、スクラッチ杯、キャプテン杯、 

シニア選手権、グランドシニア選手権・・・・・２，２００円（税込） 

②月例杯を含むその他の競技・・・・・・・・・・１，１００円（税込） 

12．キャンセル料 

  プレー日を含む４日前の１７時００分より当該競技の参加料がキャンセル料として発

生する。 

  但し、上記①の競技については締め切り日後を期日とする。 

13．競技参加者は競技終了後遅延なくスコアカードに同伴競技者のアテストを受け且つ自 

己の署名をしたのちカードを提出しなければならない。なお、アテスターは棄権して 

いない同伴競技者に限る。 

14．競技途中において棄権（NR）をした場合、スコアカードにその理由を記入し同伴競技 

者のアテストを受けて競技委員会へ提出しなければならない。正当な理由なくして棄 

権した場合は、次回における競技の入賞は認めない事がある。 

15．ホールとホールの間では、プレーヤーは最後にプレーしたホールのパッティンググリ

ーン上やその近くで練習ストロークをしてはならないし、球を転がすことによって最

後にプレーしたホールのパッティンググリーン面をテストしてはならない。この条件

の違反の罰や処置は「ゴルフ規則付属Ⅰ（C）5b」を適用する。（但し、ハーフターン

時には除外する） 

16． 全ての倶楽部競技はセルフプレーとし、乗用カートの利用については乗用を可とする。 

17．競技委員会の裁定 

  ①競技委員会は競技の規則を修正する権限を有し、すべての事項について、この委員

会の裁定は最終である。倶楽部競技は、競技委員会の成績発表がなされた時点をも

って終了したものとする。 

  ②委員会は、コースの状況により適正なるプレーが不可能と判断した時、競技方法に

定めてあるラウンド数を短縮する事ができる。 

  ③委員会は各競技の期日及びその他に関する全ての事を変更できるが、この場合クラ

ブハウス内に掲示しその効力を有する。 

18．この規則以外の事項については、JGAゴルフ規則、ローカル・ルール、特別競技規則 

を適用する。                            

 

競技委員会 


